
湯っくり館利用料金表 

             ［通所介護］      （令和６年６月１日より） 

◇通所介護費 

項 目 要介護度 金額／日 項 目 要介護度 金額／日 

２時間以上 

３時間未満 

要介護１ ２７２ 

３時間以上 

４時間未満 

要介護１ ３７０ 

要介護２ ３１１ 要介護２ ４２３ 

要介護３ ３５１ 要介護３ ４７９ 

要介護４ ３９２ 要介護４ ５３３ 

要介護５ ４３２ 要介護５ ５８８ 

４時間以上 

５時間未満 

要介護１ ３８８ 

５時間以上 

６時間未満 

要介護１ ５７０ 

要介護２ ４４４ 要介護２ ６７３ 

要介護３ ５０２ 要介護３ ７７７ 

要介護４ ５６０ 要介護４ ８８０ 

要介護５ ６１７ 要介護５ ９８４ 

６時間以上 

７時間未満 

要介護１ ５８４ 

７時間以上 

８時間未満 

要介護１ ６５８ 

要介護２ ６８９ 要介護２ ７７７ 

要介護３ ７９６ 要介護３ ９００ 

要介護４ ９０１ 要介護４ １，０２３ 

要介護５ １，００８ 要介護５ １，１４８ 

 

◇加算・減算 

項目 金額／回 要 件 

入浴介助加算（Ⅰ） ４０ 入浴介助を行った場合 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６ 
ご契約者の居宅を訪問した上で、生活機能維持・向上に資する個別

機能訓練計画を作成し、その計画に沿った機能訓練を行った場合 

若年性認知症利用者受入加算 ６０ 若年性認知症の方にサービスを行った場合 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２ 
介護職員のうち勤続１０年以上の介護福祉士が２５％以上である
場合 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 
所定単位数の 

９２／１０００ 

厚生労働省で定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善
等を実施している事業者の場合（１月につき） 

施設送迎減算 △４７／片道 送迎を行わない場合 

項目 金額／月 要 件 

科学的介護推進体制加算 ４０ 

利用者の ADL（日常動作）、口腔・栄養、認知症等の心身の状況に

係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービス提供に活用して

いる場合 

ADL 維持等加算（Ⅰ） ３０ 
利用者全員に ADL（日常動作）の評価を行い、測定値を定期的に厚

生労働省へデータを提出している場合 

個別機能訓練加算（Ⅱ） ２０ 

個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している利用者について、個別機能訓

練計画の情報を厚生労働省に提出し、サービスの提供に活用してい

る場合 

※ 上記の加算・減算においては、項目に該当する方または要件の内容によって加算・減算となります。 

 

 

 

 

 

 

 



 

◇食費 

項 目 食事内容 金額／日 

食事代 
普通食 ６００ 

治療食（糖尿食） ６５０ 

昼食キャンセル料 ３５０ 

※ 食事代については昼食以外の飲食代（おやつ・飲み物等）も含まれます。 

※ 治療食については、疾病等により食事制限の必要な方が対象となります。 

 

◇その他（オプション代） 

 

 

自己負担金はやみ表［通所介護］(１日あたり）        （令和６年６月１日より） 

要介護度 

通所介護費 

(７時間以上 

８時間未満) 

★入浴介助 

加算(Ⅰ) 

≪回≫ 

★サービス提供 

体制強化加算(Ⅰ) 

≪回≫ 

☆科学的介護 

推進体制加算 

≪月≫ 

☆ADL 

維持等加算（１） 

≪月≫ 

介護職員等 

処遇改善加算（１） 

≪月≫ 

食事代 合計 

要介護１ ６５８ 

４０ ２２ ４０ ３０ 

７３ 

６００ 

１，４６３ 

要介護２ ７７７ ８４ １，５９３ 

要介護３ ９００ ９５ １，７２７ 

要介護４ １，０２３ １０６ １，８６１ 

要介護５ １，１４８ １１８ １，９９８ 

※ 食事代（治療食）の場合は６５０円です。 

※ ご負担額は、利用者様の負担割合（１割～３割）によって異なります。 

※ 介護職員等処遇改善加算は、 

１月の合計単位｟（サービス費+★マークの加算）＋☆マークの加算｠×92/1000です。 

※ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ（５６／回）、個別機能訓練加算（Ⅱ）（２０／月）は、実施された場合のみ加算

されます。また、その場合にも介護職員等処遇改善加算の計算式に該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項   目 金 額 項目 金額 

当日キャンセル料 ３５０／回 

処置材料費 

ガーゼ（Ｌ） ７０／枚 

理美容代（月・火） 散髪 １，５００／回 ガーゼ（Ⅿ） ６０／枚 

オムツ代 

装着型紙オムツ １５０／枚 防水フィルム（Ⅼ） ２００／枚 

紙パンツ １５０／枚 防水フィルム（Ⅿ） １００／枚 

尿取りパッド ５０／枚 教養娯楽費 実費 



 

自己負担金【２割負担】はやみ表［通所介護］(１日あたり）      (令和６年６月１日より) 

要介護度 

通所サービス費 

（７時間以上８時間未満） 

｟通所介護費＋★入浴介助加算（Ⅰ） 

＋★サービス提供体制強化加算（Ⅰ）｠ 

＋☆科学的介護推進体制加算（月） 

＋☆ADL維持等加算（Ⅰ）（月） 

介護職員等 

処遇改善加算（１） 

≪月≫ 

食事代 合計 

要介護１ １，５８０ １４５ 

６００ 

２，３２５ 

要介護２ １，８１８ １６７ ２，５８５ 

要介護３ ２，０６４ １９０ ２，８５４ 

要介護４ ２，３１０ ２１３ ３，１２３ 

要介護５ ２，５６０ ２３６ ３，３９６ 

 

自己負担金【３割負担】はやみ表［通所介護］(１日あたり）     (令和６年６月１日より) 

要介護度 

通所サービス費 

（７時間以上８時間未満） 

｟通所介護費＋★入浴介助加算（Ⅰ） 

＋★サービス提供体制強化加算（Ⅰ）｠ 

＋☆科学的介護推進体制加算（月） 

＋☆ADL維持等加算（Ⅰ）（月） 

介護職員等 

処遇改善加算（１） 

≪月≫ 

食事代 合計 

要介護１ ２，３７０ ２１８ 

６００ 

３，１８８ 

要介護２ ２，７２７ ２５１ ３，５７８ 

要介護３ ３，０９６ ２８５ ３，９８１ 

要介護４ ３，４６５ ３１９ ４，３８４ 

要介護５ ３，８４０ ３５３ ４，７９３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



湯っくり館利用料金表 

   ［通所型サービス］     （令和６年６月１日より） 

◇通所型サービス費 

要支援度 金額／月 

要支援１・事業対象者 １，６７２ 

要支援２ ３，４２８ 

◇加算（下記の加算においては、項目に該当する方または要件の内容によって加算となります。） 

項目 金額／月 要 件 

若年性認知症利用者受入加算 ２４０ 若年性認知症の方にサービスを行った場合 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 
要支援１ ８８ 介護職員のうち勤続１０年以上の介護福祉士が２５％ 

以上である場合 要支援２ １７６ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 
所定単位数の 

９２／１０００ 

厚生労働省で定める基準に適合している介護職員等の賃金の改

善等を実施している事業者の場合（１月につき） 

科学的介護推進体制加算 ４０ 
利用者の ADL（日常動作）、口腔・栄養、認知症等の心身の状況

に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービス提供に活

用している場合 

◇食費             

※ 食事代については昼食以外の飲食代（おやつ・飲み物等） 

も含まれます。 

※ 治療食については、疾病等により食事制限の必要な方が 

対象となります。 

 

その他（オプション代） 

 

自己負担金はやみ表[通所型サービス］（１ヶ月あたり）        （令和６年６月１日より） 

※ 食事は、治療食の場合は６５０円です。 

※ 食事代は１日あたりの料金表示になります。 

※ ご負担額は、利用者様の負担割合（１割～３割）によって異なります。 

※ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）は、１月の合計単位（サービス費＋★マークの加算）×92/1000 です。 

項 目 食事内容 金額／日 

食事代 
普通食 ６００ 

治療食（糖尿食） ６５０ 

昼食キャンセル料 ３５０ 

項   目 金 額 項目 金額 

理美容代（月・火）     散髪 １，５００／枚 

処置材料費 

ガーゼ（Ⅿ） ６０／枚 

オムツ代 

装着型紙オムツ １５０／枚 ガーゼ（Ⅼ） ７０／枚 

紙パンツ １５０／枚 防水フィルム（Ⅿ） １００／枚 

尿取りパッド ５０／枚 防水フィルム（Ⅼ） ２００／枚 

教養娯楽費 実費   

要支援度 
通所型 

サービス費 

★サービス 

提供体制強化 

加算（Ⅰ） 

★科学的介護 

推進体制加算 

介護職員等 

処遇改善加算（１） 

≪月≫ 

食事代 合 計 

要支援１ 

事業対象者 
１，６７２ ８８ 

４０ 

１６６ 
６００ 

（１食） 

月４回利用の場合 

４，３６６ 

要支援２ ３，４２８ １７６ ３３５ 
６００ 

（１食） 

月８回利用の場合 

８，７７９ 



 

 

自己負担金【２割負担】はやみ表[通所型サービス］（１ヶ月あたり） （令和６年６月１日より） 

要支援度 

通所型サービス費 

＋★サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

＋★科学的介護推進体制加算 

介護職員等 

処遇改善加算（１） 

≪月≫ 

食事代 合 計 

要支援１ 

事業対象者 
３，６００ ３３１ 

６００ 

（１食） 

月４回利用の場合 

６，３３１ 

要支援２ ７，２８８ ６７０ 
６００ 

（１食） 

月８回利用の場合 

１２，７５８ 

 

 

自己負担金【３割負担】はやみ表[通所型サービス］（１ヶ月あたり） （令和６年６月１日より） 

要支援度 

通所型サービス費 

＋★サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

＋★科学的介護推進体制加算 

介護職員等 

処遇改善加算（１） 

≪月≫ 

食事代 合 計 

要支援１ 

事業対象者 
５，４００ ４９７ 

６００ 

（１食） 

月４回利用の場合 

８，２９７ 

要支援２ １０，９３２ １，００６ 
６００ 

（１食） 

月８回利用の場合 

１６，７３８ 

 

 


